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―――――――――――――――   はじめに   ――――――――――――――― 

 

新型コロナウィルス感染症（COVID-１９）に関する、ワクチン接種方法、社員及び社

員のご家族が感染した時の対応方法、新型コロナウィルスに感染し、自宅療養したときの

対応等についてご案内致します。社員の皆様の一助になればと思い作成致しました。ご参

考になれば幸いです。今後の参考にしていただくとともに、感染対策の徹底もお願い致し

ます。 

２０２１年 9 月 

人事部 

部長 熊谷 光央 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

≪監修≫ 

医療法人社団 鈴森内科クリニック 

医師 重本 六男 （当社 産業医） 
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１．ワクチン接種方法（ワクチン接種希望の方向け） 

 

(1).自治体での接種 

 

①.住民票が登録されている自治体より郵送でワクチン接種のお知らせが送られる接種案

内に基づいて接種してください。自治体により実施方法が異なりますが、一般的な方

法を下記の通り記載します。（詳細は住民票が登録されている自治体のホームページで

確認ください。） 

②.自治体から送られてきた接種案内に基づき、各自治体のワクチン予約サイトにアクセ

スして予約するか、コールセンターに電話して予約してください。 

③.年齢により予約開始となる日時が自治体の予約サイトで公開されていますので、予約

可能日となったら、予約サイトまたはコールセンターより接種日時、接種場所を予約

してください。接種場所は自治体で設置する大規模設置センター及び各医療機関を各

自で選択できます。 

④.２回目の接種は 1 回目接種時に自動的に次の接種日時が決まるので、新たな予約は不

要。（自治体によって異なる為、住民票が登録されている自治体に確認してくださ

い。） 

⑤.接種時に自治体から送付された接種券、予約票及び身分証明書を持参してください。 

 

(2).国が設置する「大規模接種センター」での接種 

 

①.詳細な申し込み方法等は下記サイトをご参照ください。概要は下記の通りとなります。 

    

「自衛隊 東京大規模接種センター（東京センター）の予約・受付案内」 

  https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/saigai/2020/covid/covid_intokyo.html 

 

②.自衛隊 東京大規模接種センター（東京センター）の予約・受付案内にアクセスして、

WEB 予約か、LINE するか、コールセンターに電話して予約してください。 

予約が空いている日時から、希望の接種日時を選択してください。 

※現在、9/25(土)までの 1 回目のワクチン接種予約は一旦満了となっています。 

（キャンセルが出た場合には、予約をすることができます。） 

※今後、再度 1 回目のワクチン接種が実施されるかは未定です。 

実施される場合は、上記サイトにて発表される予定です。 

③.18 歳から 39 歳までの方で自治体から送付された接種券持っている方で、まだ一度もワ

クチンの接種をしていない方が対象となります。 

https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/saigai/2020/covid/covid_intokyo.html
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④.接種は、大手町合同庁舎３号館(東京都千代田区大手町１-３-３）にて行っています。会

場へは、東京駅発着の無料のシャトルバスも運行しています。 

⑤.1 回目の接種後、会場にて 2 回目の接種日時を予約することができます。 

２回目の接種日時を変更したい場合は、専用窓口に電話をすることで変更ができます 

（電話窓口）    ：0570-056-730 

⑥.接種時に自治体から送付された接種券及び身分証明書、予診票を持参してください 。 

⑦.当日の接種までの流れを紹介した動画が上記サイトより視聴することができます。 

 

(3).東京都が設置する会場での接種 

 

①.渋谷区立勤労福祉会館 2 階（通称：渋谷会場） 

a.詳細な情報に関しては、下記サイトをご参照ください。概要は下記の通りとなります。 

 

「東京都若者ワクチン接種センター」 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronavaccine/wakamono_c

enter.html 

 

b.16 歳から 39 歳までの方で、まだ一度もワクチンの接種をしていない方で、都内在住又

は在勤・在学の方が対象となります。 

※都外在住の方は、在籍する学校名又は事業所名を会場にて記入が必要となります。 

c.8/27 から 9/16（9/6、12、13 は未実施）まで 1 回目接種を実施している。接種は、渋

谷区立勤労福祉会館 2 階（渋谷区神南 1－19－8）にて行っています。 

d.接種日前日に、実施されるオンライン抽選に応募してください。 

 

（例）9/4 接種分は、9/3 に抽選が実施されます。オンライン抽選の申込方法は以下

の通りです。詳細は、下記サイトをご参照ください。 

 

「東京都若者ワクチン接種センター オンライン抽選申込方法」 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronavaccine/wakamon

o_chuusen.html 

 

注１.LINE 公式アカウント「東京都」を友達追加してください。 

注２.トークルーム内メニューにある「東京都若者ワクチン接種センター申込の開始」

をタップしてください。次に「申込の開始」をタップしてください。 

注３.3 つの質問事項に回答し、ワクチンの接種対象と判断できると、抽選申込メニ

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronavaccine/wakamono_center.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronavaccine/wakamono_center.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronavaccine/wakamono_chuusen.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronavaccine/wakamono_chuusen.html
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ューに進みます。次に「ワクチン接種抽選 LINE 申込」をタップしてください。 

注４.接種券番号を入力して、抽選申込をしてください。抽選結果が 19 時頃に LINE

宛に届きます。 

注 5.当選された方は、「接種時間を入力する」をタップして、ご希望の時間帯・名前

を入力してください。 

注６.内容が確定すると、トークルームに登録確定の通知が届きます。 

※ここまでの作業をワクチン接種の前日 24 時までに完了させてください。 

e.接種時に自治体から送付された接種券及び身分証明書、予診票・抽選で使用した携帯端

末を持参してください。（当選者であることや登録した接種時間を会場受付で確認する

ため、携帯端末が必要となります。） 

f.2 回目の接種は、1 回目接種の 3 週間後の同じ曜日・同じ時間帯の指定となります。 

②.都内の指定の会場での接種 

a.都庁展望室、乃木坂他、都内複数会場を設置。詳細な情報に関しては、下記サイトをご

参照ください。概要は下記の通りとなります。 

 

 「東京都新型コロナウイルスワクチン大規模接種予約システム」 

  https://tokyovaccine.pa-cv19-reserv.jp/static/fukuho/yg194458.html 

 

b.１６歳から３９歳までの方で、まだ一度もワクチンの接種をしていない方で、都内在住

又は在勤・在学の方が対象となります。 

c.上記サイトにアクセスして、空いている会場・日時を選択することができます。登録し

たメールアドレス宛に、届いたメールのリンクより本登録を行うことで、予約確定とな

ります。接種会場については、上記サイトをご参照ください。 

d.２回目の接種日は 1 回目の予約日から４週間後の同時刻で予約が自動的で設定されます

但し、日時を変更することは可能です。 

e.接種時に自治体から送付された接種券及び身分証明書、予診票を持参してください。 

 

２．ご本人及び同居者が発熱等で新型コロナウィルス 

感染の懸念がある場合の対応 

 

(1).下記症状がある場合（新型コロナウィルス感染懸念）は人事部へその旨をご連絡くだ

さい。 

①.息苦しさや強いだるさ、高熱など強い症状。（すぐにご相談をしてください） 

②.比較的軽いかぜの症状が４日以上続く場合。（必ず相談をしてください。） 

(2).かかりつけ医がある方は、かかりつけ医に相談して、指示を仰いでください。 

(3).かかりつけ医がいない方は、各自治体に発熱相談センターが設置されていますので、

https://tokyovaccine.pa-cv19-reserv.jp/static/fukuho/yg194458.html
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ネットでお住まいの発熱相談センターの連絡先を確認し、電話をしてください。下記

厚労省のサイトよりお住まいの発熱相談センターが確認できます。 

 

厚労省 新型コロナウィルスに関する相談・医療の情報や 

受診・相談センターの連絡先：

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-

kikokusyasessyokusya.html 

 

(4).発熱相談センターより、お住まいの近くの医療機関を紹介され、PCR 検査を行いま

す。相談センターの指示に従ってください。また、相談センターの指示を人事部まで

ご連絡ください。 

(5).PCR 検査結果がでる迄、自宅待機し、結果がでましたら、人事部に結果を連絡して

ください。なお、自宅待機中に就業可能の場合は、上司より発行された在宅指示書を

基に在宅勤務を実施してください。 

(6).なお、お客様常駐者につきましては、お客様と協議の上、都度対応を決定します。 

 

３．ご本人が新型コロナウィルスに感染した（PCR 検査が陽性）場合 

 

(1).陽性者の情報は、PCR 検査を実施した病院から保健所へ連絡されますので、保健所

の指示で自宅待機、宿泊療養のいずれかを保健所の指示に従ってください。医療機関

入院となった場合は医師の指示に従ってください。また保健所、医師の指示事項を人

事部迄、ご連絡ください。 

(2).上記(1)の保健所、医師の指示期間中は出勤停止とします。陽性者は都道府県知事命

令により出勤が制限されるため、不就労の扱いは原則欠勤扱いです。無給扱いです

が、傷病手当金の支給対象（傷病手当金は、一日当たり標準報酬日額の３分の２が支

給されます。）となり、人事部が傷病手当金申請を行います。 

(3).なお、ご本人より欠勤ではなく有給休暇取得を望まれた場合は、有給扱いとすること

ができます。 

 

４．ご本人が新型コロナウィルス濃厚接触者となった場合 

 

(1).保健所から指示された期間、自宅待機してください。 

(2).自宅待機期間中は、上司より発行された在宅指示書を基に在宅勤務を実施してくださ

い。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
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(3).なお、お客様常駐者につきましては、お客様と協議の上、都度対応を決定します。 

 

５．新型コロナウィルスに感染し自宅療養中に重症化した場合 

 

(1).保健所から指定された保健所緊急連絡先に連絡してください。 

(2).上記(1)での対応が取れない場合で、自治体からも指示がない場合は、救急車を呼ん

でください。 

(3).その他（参考: コールドクター） 

①.詳細は下記サイトを確認ください。概要は下記の通りです。 

 

株式会社コールドクター：https://calldoctor.jp/ 

 

（電話窓口）    ：0120-897-146 

 

②.上記電話番号に電話すると最短 30 分で自宅から医師を呼ぶことができます。夜間・

休日に関わらず往診してもらえます。自宅で診察し、その場で薬を処方してくれま

す。（オンライン診断の場合は、近くの薬局で受け取れる。） 

③.年齢に関係なく対応してもらえます。 

④.診察料金（後日請求） 

・往診：診察費 7,400 円～ 交通費 1000 円 

・オンライン診察：診察費：900 円～ システム使用料：1960 円 

⑤.往診エリア：東京都、神奈川県、埼玉県 

詳細は上記サイトを確認ください。 

 

６．新型コロナウィルス感染後の職場復帰手順 

 

(1).保健所から療養期間終了の通知がありましたら、その旨を人事部迄、ご連絡くださ

い。なお、各自治体の保健所によっては、通知がない場合もあります。その際は人事

部からの指示でご対応をお願いします。 

(2).人事部は、保健所、産業医に確認の上、在宅勤務開始日、出社可能日を決定します。

保健所からの療養期間の終了をもって、都道府県知事命令による出勤制限は解除され

ますが、会社として勤務可能か、出社可能かを、産業医と相談の受け、決定します。

その際も人事部からの指示でご対応をお願いします。 

(3).なお、お客様常駐者につきましては、お客様と協議の上、都度対応を決定します。 

https://calldoctor.jp/
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７．問い合わせ先 

 

不明点等ありましたら人事部迄お問い合わせください。 

 

以上 

 

 

 


